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第4章 環境社会配慮調査 

 

4-1 環境社会配慮の現況 

4-1-1 環境行政機関及び関連法令 

「モ」国には、環境に関するいくつかの法令が制定されており、EIA(Environmental Impact 

Assessment：環境影響評価) は「モ」国の環境法（2004年）及びガイドラインに基づき実施

される。環境法によれば、すべての開発プロジェクトの事業者は、災害等による緊急施工

時を除き、事業実施に際して環境調整省（Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental:

以下、MICOA）からの環境ライセンスの取得が義務付けられており、EIAの審査もMICOA

が行っている。MOPHでは環境基準を管理し、農業省（Ministério da Agricultura）では希少

種及び絶滅危惧世の管理を管轄している。 

土地法(1995年及び1997年)では、住民移転を伴う事業の場合には補償を行うことを規定し

ている。MICOAでは補償の内容（金額等）に関しての明確なガイドラインを有していない

が、本案件の実施機関であるANEには、補償額を算定する手引き書が存在する。 

 

4-1-2 MICOA の組織 

 MICOA の組織図は、図 15 に示すとおりである。 
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図 15 MICOAの組織図 
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4-1-3 「モ」国環境カテゴリーの分類 

前述したように「モ」国の開発プロジェクトの事業者は、EIA の審査機関であるMICOA

より、開発に関する承認を得なければならないとされている。この承認を得る過程におい

て申請された開発事業は、その事業が環境社会面に及ぼす影響の度合いに応じてカテゴリ

ーA、B、Cの3つに分類される。MICOAは申請される個々の事業に対して「モ」国環境ガイ

ドラインに基づきカテゴリー分類を行い、事業実施者に対してカテゴリーに応じた環境・

社会面での対応を要求しており、この環境ガイドラインには、各セクターにおけるカテゴ

リー分類の基準が示されている。 

橋梁建設に関連する事業ではカテゴリー分類基準が示されており、橋長が100mを超える

橋梁の建設及び改修はカテゴリーAとなる。また、橋長が100mを超えずとも改修工事に際

して住民移転が発生した場合、カテゴリー分類基準では住民移転の対象人数に関係なく、

カテゴリーAとなることが記載されている。しかしながら、MICOAによれば、実際には数

世帯の住民移転ではカテゴリーBとなることが多いとしている。一般的に道路や橋梁工事の

このMICOAよるカテゴリーはAまたはBであるが、小さな橋梁建設や改修、またボックスカ

ルバートの建設といった場合はCとなるケースもある。 

 

カテゴリー分類の基準や、各カテゴリーに義務付けられている実施事項、環境ライセン

ス取得に要する期間に関しては以下のとおりである。 

・ カテゴリーA では、環境社会面への負の影響が甚大な事業を指定するが、セクター毎

にその事業規模の基準が示されている。また、事業がその基準を下回る場合において

も、住民移転が発生する場合、MICOA の審査を経て、その実施事業がカテゴリーA

に分類される場合もある。カテゴリーA は EIA の作成及び実施が義務付けられており、

関係者に対する公聴会の開催が要求されている。一般的に、環境ライセンス取得に要

する期間は表 46（EIA 作成期間はプロジェクトにより異なる）のとおりである。 

・ カテゴリーB は環境社会面への負の影響が予見されるが、カテゴリーA の事業規模に

満たない事業を指定する。カテゴリーB には、簡易環境影響評価報告書（SER ：

Simplified Environmental Report）の作成及び実施が義務付けられており、通常、環境ラ

イセンス取得に要する期間は表 46（SER 作成期間はプロジェクトにより異なる）のと

おりである。関係者に対する公聴会の開催は原則義務付けられていない。ただし、非

自発的住民移転や天然資源開発の際に住居以外の物品(商店等)の移動・移転を伴う場

合は、公聴会の実施が要求される。 

・ カテゴリーC は環境社会面への負の影響がほとんど無い事業を指定する。通常、環境

ライセンス取得に要する期間は 8 業務日（2 週間程）である。関係者に対する公聴会

の開催は義務付けられていない。 
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4-1-4 JICA 環境ガイドランとの比較 

JICA 環境社会配慮ガイドラインと「モ」国の環境影響評価制度とを比較すると、表 43

のとおりとなる。 

 

表 43 JICA環境社会配慮ガイドラインと「モ」国の環境影響評価制度との比較 

主な比較事項 JICA環境社会配慮ガイドライン 「モ」国における環境影響評価制度 

環境影響項目 2004年4月に制定され、環境社会配慮
に関して調査・検討すべき影響には、
自然環境への影響だけでなく社会面
の幅広い影響を環境社会配慮の項目
としている。 

環境影響評価に係る環境法令（2004年）
において、環境ガイドライン、環境ライ
センス発行、EIAの実施内容等に関して
規定している。 

法令基準との整

合性 

プロジェクトは、環境社会配慮に関す
る法令、基準を遵守し、また、政府が
定めた環境社会配慮の政策、計画等に
沿ったものであることが規定されて
いる。 

プロジェクトに関する環境影響評価は環
境法に基づいて実施される。 

情報開示及びス

テークホルダー

との協議 

環境社会面に与える負の影響が特に
大きいと考えられるプロジェクトに
ついては、プロジェクトの代替案を検
討する早期段階から、情報公開がなさ
れ、地域住民等の現地ステークホルダ
ーとの十分な協議を経てその結果が
プロジェクト内容に反映されるシス
テムである。 

環境法では、事業の早期の段階からの情
報公開や現地ステークホルダーとの協議
に関する規定はないが、カテゴリーAで
は、公聴会の実施が要求され、その実施
回数は工事着工前に1回、工事実施中に1
回、工事完了後に1回の合計3回の開催が
一般的には要求される。また、カテゴリ
ーBでは状況により公聴会の実施が要求
される。 

カテゴリー 

分類 

 カテゴリーA：環境や社会面への
重大な負の影響を与える可能性を
持つプロジェクト 

 カテゴリーB：環境や社会面への
望ましくない影響が、カテゴリー
Aに比して小さいと考えられるプ
ロジェクト 

 カテゴリーC：環境や社会への望
ましくない影響が最小限かあるい
はほとんどないと考えられるプロ
ジェクト 

 カテゴリーA：環境や社会面への重大
な負の影響を与える可能性を持つプ
ロジェクト。セクター毎に具体的な
規模が示されている。EIAの作成・実
施が事業者に義務付けられている。 

 カテゴリーB：環境や社会への望まし
くない影響が、カテゴリーAに比して
小さいと考えられるプロジェクト。
簡易環境影響評価報告書 
(SER:Simplified Environmental 
Report)の作成・実施が事業者に義務
付けられている。公聴会の実施は住
民移転や商店の移転が発生する場
合、義務付けられている。 

 カテゴリーC：環境や社会への望まし
くない影響が最小限かあるいはほと
んどないプロジェクト 
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4-1-5 MICOA による環境認可までの手続き 

MICOA による実施事業への環境認可（環境ライセンス発行）に関する手続きは、図 16

のとおりである。この図には、環境ライセンス発行後の環境監査や環境モニタリングの実

施のタイミングに関しても記載している。 

 

実施事業者の手続き  許認可 
   

申請者による土地の使用及び利用の

申請、並びに/又は、土地管理の特別

ライセンスの申請 
 暫定的承認 

   
事業申請を関係機関へ提出   

   
MICOA の事前評価を得るために事業

申請を MICOA に提出 
環境カテゴリーの決定 

カテゴリーA 及び B の場合、環境影響評価報告書

（EIA）又は簡易環境影響評価報告書（SER）に関

する MICOA からの指示 
 

 

申請者による EIA 又は SER の 
実施要領（TOR)の作成 

 
MICOA による TOR の承認 

   
申請者による EIA 又は SER の立案  MICOA による EIA 又は SER の承認 

   
 環境ライセンスの発行 
  

  管轄当局によるプロジェクト概要の承認 
  
 建設許可証の発行 
  
 関係機関による事業の承認 

 

  
申請者によるプロジェクトの実施  操業許可証の発行 

   
申請者による環境モニタリング  MICOA による環境監査 

   
申請者による事業の継続   

出典：MICOA 提供資料及び本案件調査に基づく 

 

図 16 「モ」国MICOAによる環境認可の手続に関するフローチャート 
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4-1-6 ANE の環境社会配慮 

ANE には GAT（セクター横断課：Gabinete de Assuntos Transversais）と呼ばれる課が設

けられており、ここでは後述する RAP（Resettlement Action Plan）の作成を含む ANE が係

るプロジェクトの環境社会配慮業務を行っている。GAT には自然環境・汚染対策室と社会

配慮対策室（ジェンダー/HIV・AIDS/貧困削減）がある。スタッフ数はそれぞれ 3 名ずつ

の合計 6 名が GAT に配置されている。 

 

4-1-7 他ドナーの道路及び橋梁建設・改修に係るカテゴリーの事例 

他ドナーの道路及び橋梁建設・改修に係るカテゴリーの事例は、以下がある（表 44）。 

 

表 44 道路橋梁建設及び改修に係るMICOA によるカテゴリーのリスト 

プロジェクト 支援機関 

プロジェクト区間 Road 

No 

内容 

状況 期間 概算費用 MICOA に

よるカテ

ゴリー

JICA/ADB Marrupa-Montepuez N14 橋梁改修及

び新設 

詳細設計 2008-2010 4.5million 

USD 

A 

スウェーデン/イ

タリア/EU 

Zambezi Bridge 

(2300m) 

N1 橋梁新設 完了 2006-2009 80.3million 

Euro(借款) 

A 

JICA/ADB Nampula-Cuamba N13 橋梁及び道

路改修 

詳細設計 2006-2011 127million 

USD(借款) 

A 

JICA Cuamba-Mandimba- 

Lichinga 

N13 道路改修 F/S 終了 2008 交渉中 A 

ASDI Cuamba-Mandimba- 

Lichinga 

N13 小規模 

道路改修 

完了 2007-2008 5.0million 

USD 

A 

ポルトガル/ 

モザンビーク政府 

Samora Machel 

Bridge(720m) 

N103 橋梁新設 詳細設計 2011 24 million 

USD(借款) 

B 

出典：ANE からの本案件要請書及び本調査に基づく 

 

4-1-8 土地所有 

「モ」国では、1975 年のポルトガルからの独立時に土地が国有化され、1980 年代の社会

主義政策の終結に伴い、住宅地は本人の「要求」によって「返還」された。しかし、土地

所有はいまだに認められていないため、50 年間の借用となっている。商業用地に関しても

同様に 50 年間の借用が認められており、外国人でも土地借用の権利を有する。土地借用権

の譲与には、政府の認可を受ける必要があるため、資金調達の際に土地は担保として認め
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られない（JICA ナカラ経済特別区にかかる開発計画策定支援調査最終報告書 2008 年）。 

事業実施等に伴い住民移転が発生する場合、移転先の土地を関連する政府機関が用意（住

民移転の場合は主要都市を除きほとんどが州政府）し、補償金額は事業実施機関が用意す

ることが通常である。 

土地使用権はその貸与される土地の面積により、使用許可が以下のように決められてい

る。 

・ 民有地は個人の先祖代々からの土地と商業用地の 2 種類に大別され、個人の先祖から相

続している土地は 50 年毎に所有権が更新される。一方の商業施設などの民有地は、最

長 50 年の借地として国が貸し出す。商業地は土地使用申請後、数年を経ても商業活動

が行われない場合、行政がその土地の使用状況を調査し、状況により、その土地の使用

権を剥奪することもある。 

・ 面積 1,000ha 以下の場合、主要都市を除き当該州政府から土地貸与の認可が出る。 

・ 面積 1,000ha 以上 10,000ha 未満の場合、農業省が土地の貸与認可を出す。 

・ 面積 10,000ha 以上の場合、土地の貸与は内閣で審査し、認可を出す。 

 

4-1-9 環境に関わる国際条約等 

「モ」国は以下の環境に関連する国際条約を批准している。 

・ 生物多様性条約 

・ 砂漠化対処条約 

・ 気候変動枠組み条約及び京都議定書 

・ バーゼル条約 

・ 国連海洋法条約 

・ ラムサール条約 

・ ワシントン条約 

出典：https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ 

 

4-1-10 保全地域及び保護区 

(1) 部分保全区域 

海岸域の部分保全区域（Partially Protected Area）は、国内の全ての海岸線に設けられ、

大潮の満潮時の海岸線より陸地側 100m が指定されている。この開発許可は、該当市と

運輸通信省(Ministério dos Transportes e Comunicação)が認可権を有している。海岸域の部

分保全区域を規定する法は土地法（Lei da Terra）No19/1997 である。 

 

(2) 自然保護区及び国立公園 

モザンビークの自然保護区や国立公園の保全・管理は、観光省の環境保全局が権限を
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有している。「モ」国の国立公園や保護区に関しては、表 45 のとおりである。なお、

本案件の 13 橋梁改修及び新設計画地は以下の保護区域と重複は無い。 

 

表 45 「モ」国の主な保護区 

保護区の分類 各保護区の名称 場所
面積

(km2) 登録年

Parque Nacional das Quirimbas Cabo Delgado 7500 2002
Parque Nacional da Gorongosa Sofala 5370 1960
Parque Nacional de Zinave Inhambane 6000 1973
Parque Nacional do Arquipelago de Bazaruto Inhambane 1600 1971
Parque Nacional Gaza 10000 2001
Parque Nacional Gaza 7000 1973
Reserva Nacional do Niassa Niassa 3200 1964
Reserva Nacional do Gile Zambezia 2100 1960
Reserva Nacional de Marromeu Manica 1500 1960
Reserva Nacional de Chimanimane Inhambane 7500 2000
Reserva Nacional de Pomene Maputo 200 1964
Reserva Espacial de Maputo Maputo 700 1960

国立公園

自然保護区

 
出典：観光省資料 

 

(3) 国際条約に基づく保護地域 

「モ」国の国際条約に基づく保護地域は、次の 2 種類が存在する。 

 

① ラムサール条約登録湿地：1 箇所、面積 688,000 ha 

名称 場所 登録年月日 

マロメウ・コンプレックス 

（Marromeu Complex） 

ソファラ（Sofala）州及び 

ザンベジア（Zambezia）州 
2004 年 8 月 3 日 

出典： http://ramsar.org/ 

 

② ユネスコ世界遺産指定地：1 箇所、文化遺産のみ 

世界遺産の種類 名称 場所 登録年月日

文化遺産 
モザンビーク島 

（Ilha de Moçambique） 
ナンプラ（Nampula）州 1991 年

出典：http://whc.unesco.org 

  

 

4-2 本案件の環境分野に係る作業期間 

4-2-1 環境ライセンス取得のための手続き期間 

本案件の MICOA による「モ」国の環境影響の環境カテゴリーは、4-1-3 で既述したとお

り、本案件はカテゴリーB ないしは A が見込まれる。このため、環境ライセンス取得には
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環境影響評価報告書（EIA）又は簡易環境影響評価報告書（SER）の作成、提出が必要条件

となっている。ANE 及び EIA や SER 作成を請け負うローカルコンサルタントへの聞き取

り調査の結果、本案件が住民移転を伴う場合、最大で EIA の作成には 8～10 カ月、SER の

作成には約 6 カ月を要することが予想される。 

EIA または SER の作成期間を合わせると、本案件実施にかかわる「モ」国の環境ライセ

ンスを取得するための手続きに要する期間は、最大でカテゴリーA の場合では合計で約 13

～15 カ月が見込まれる。また、カテゴリーB の場合では合計で約 10 カ月を要することが

見込まれる（表 46 参照）。 

 

表 46 本案件が住民移転を伴う場合の「モ」国・環境認可の主要手続に要する予想日数 

各手続き MICOA が直接係

る手続き 
実施事業者（ANE）が

作成する EIA 又は SER 
環境カテゴリー

A 
環境カテゴリー

B 
環境カテゴリーの判断    5 業務日 5 業務日 
EIA 又は SER の TOR 作成    約 2 週間 約 2 週間 
EIA 報告書又は SER 報告書

の TOR の承認    30 業務日 15 業務日 

EIA 又は SER の作成    約 8～10 カ月 約 6 カ月 
EIA 報告書又は SER 報告書

の承認    45 業務日 30 業務日 

環境ライセンスの発行手続    10 業務日 10 業務日 
合  計 約 13～15カ月 約 10 カ月 

出典：本案件調査に基づく 

 

4-2-2 カット・オフ・デイト 

カット・オフ・デイト（立ち入り禁止措置）に関して ANE では、道路や橋梁建設の場

合、立ち入り禁止措置を取るのではなく、樹木伐採の対象となる地権者、用地取得の対象

となる地権者、家屋の移転対象者、商店の移転対象者等、直接プロジェクト実施に伴う影

響を受ける人々に対して 1 世帯毎に、樹木伐採、用地取得、家屋の移転、商店の移転及び

プロジェクト内容を伝えている。同時に該当行政関係機関（州、郡、村落）や村長にも、

プロジェクト内容及び用地取得と住民移転数に関して通達する。これをもってカット・オ

フ・デイトとしている。 

本案件のカット・オフ・デイトの措置もこれと同様に実施される見込みである。 

 

4-3 ステークホルダー会議 

4-3-1 ステークホルダー会議の開催頻度 

「モ」国ではカテゴリーA 案件では、ステークホルダー会議の開催が要求され、カテゴ

リーB 案件でも、住民移転や商店の移転が発生する場合はステークホルダー会議の開催が

要求されている。ANE では、カテゴリーA 案件でのステークホルダー会議の開催は 3 回実
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施する方針をとっている。開催のタイミングは EIA の作成期間を基準に、早い順より、作

成前の準備段階で 1 回目を開催し、EIA のドラフトが完成した段階で 2 回目を開催する。3

回目の開催は EIA の作成が完成した段階で行っている。 

ANE ではこのステークホルダー会議以外に、地域の関係者（地域行政関係者、村長、村

長以外の地域住民の代表、学校教師）、工事請負業者、実施主体（ANE）が集会を開催し、

意見を聴取するシステムをとっている。開催の頻度は、3 回のステークホルダー会議実施

後に実際の工事期間中に毎月 1 回実施している。 

 

4-3-2 本案件のステークホルダー会議 

本案件予備調査における現地調査では、本案件実施にかかわるステークホルダー会議は

実施していない。今後、概略設計調査開始前後に実施することが望まれる。本案件では 13

橋梁を扱うが、この場合の ANE による本案件のステークホルダー会議の開催に関して次

を確認した。 

開催方法は、地域行政関係者（郡や市町村行政関係者）、村長、村長以外の地域住民の

代表、NGO を主に招き、本案件の説明及び意見交換を行うとしている。開催のタイミング

は本案件概略設計調査の開始前後に最低 1 回を行うとしており、また、実施場所は 2 州、

ザンベジア州及びニアサ州の本案件が関係する各郡において開催するとしている。 

 

 

4-4 その他の環境社会配慮に関連する事項 

4-4-1 樹木の伐採 

樹木の伐採は個人の用地取得の場合は問題無い。しかし、工事に際して用地取得とは別

に樹木が障害となり伐採が必要な場合、その樹木が個人所有地にある場合、その個人から

の許可が必要になる。樹木が公共地の土壌浸食防止目的で植林されたものである場合、伐

採後は相応数の植林を行うことが求められる。 

 

4-4-2 プロジェクトの環境モニタリング及び EIA チェックリストの作成 

本案件の環境モニタリング及び EIA チェックリストの作成に関しては、ANE のセクター

横断課（GAT）が実施機関となる。 

 

4-4-3 HIV/AIDS 対策 

ANE の GAT には HIV/AIDS 対策室が設けられており、担当者は 3 名配置され、以下の

対策を行っている。 

各州には州の HIV/AIDS 対策部局が存在し、ここでは民間 HIV/AIDS 対策コンサルタン
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ト業者が登録されており、ANE では工事請負業者の入札時にこれらの登録業者を入札に参

加させる方法をとっている。民間 HIV/AIDS 対策コンサルタント業者は指名された場合、

次の事項を主な業務内容とする。 

 地域住民への啓蒙活動・啓蒙活動する人材育成 

 パンフレット配布とコンドームの配布 

 工事従事者等の関係者への教育説明会の開催 

 

人材育成は工事期間中及び工事終了後の期間で分けており、工事期間中に啓蒙活動する

人材は工事労働者から選ばれ、その人材は啓蒙活動をボランティア活動として行う。人材

育成の規模はおよそ 30 名の工事労働者に 1 人の啓蒙活動者を育成することとしており、工

事請負業者の各部局にも 1 名の啓蒙活動担当者が必ず配置されるように人選する。また、

工事終了後の地域における HIV/AIDS 対策の啓蒙活動の人材育成では、活動人数は 20 名を

基準として人材は地域住民より選ばれ、各郡（District）に HIV/AIDS 対策部局が存在する

場合は各郡レベルで活動する。しかし、各郡に HIV/AIDS 対策部局が存在しない場合は州

レベルで活動することとなっている。 

 

4-5 プロジェクト立地概要 

4-5-1 各橋梁の位置 

モザンビークは 10 州及び、州と同格の 1 つの特別市から構成される。本案件の改修工

事を予定している 13 橋梁は、ザンベジア（Zambezia）州及びニアサ（Niassa）州に属して

いる（表 47）。 

表 47 各橋梁の位置 

No 各橋梁の名称 各橋梁が位置する州 各橋梁が位置する郡 
1 ムタバシ橋 

2 ムリケラ橋 

3 マタカシ橋 

4 ルア橋 

イレ（Ire）郡 

5 ウアラシ橋 

6 リクンゴ橋 

7 ニバコ橋 

8 マツィツィ橋 

9 ナミザグア橋 

10 ヌフシ橋 

ザンベジア州 

グルエ（Gurué）郡 

11 ルリオ橋 ザンベジア州及びニアサ州の州境に位置 グルエ郡及びクアンバ郡に跨る 

12 ムアシ橋 ニアサ州 クアンバ（Cuamba）郡 
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13 ナミティンブア橋 

出典：本案件調査に基づく 

 

4-5-2 ザンベジア州及びニアサ州の環境問題 

(1) ザンベジア州 

MICOA では出先機関を各州に配置し、州の環境課としての業務も同時に行っている。

従ってザンベジア州にも MICOA の出先機関が、同州の環境課（Departamento de Gestão 

Ambiental）として配置されている。 

ザンベジア州の廃棄物処理を除く主な環境問題には、以下がある。これらの環境問題

の大半は、土地利用計画が満足に策定されていないことに起因する。 

 無秩序な焼き畑農業による森林伐採 

 地下資源採掘による水質汚染 

 土壌浸食：内陸部は森林伐採に伴い降雨により発生、海岸部は波浪による 

 無許可の土砂採掘 

 

環境問題以外に、伝染病（マラリア、コレラ等）の発生が同州の問題でもある。コレ

ラの感染拡大の原因の一つには、農村地域の住民の多くが清潔なトイレ施設を持たず、

屋外で用を足すため、雨期には糞便からコレラ菌が地域住民の飲料水を含む生活用水源

となっている浅井戸に流れ込み、感染の拡大を招いている。このため、行政では農村地

帯を中心にトイレの設置の重要性について啓蒙活動を行っているが、その効果はまだ少

ないとしている。 

 

 (2) ニアサ州の主な環境問題 

ニアサ州にも MICOA の出先機関が同州の環境課（Departamento de Gestão Ambiental）

として配置され、業務を行っている。 

ニアサ州の廃棄物処理を除く主な環境問題には、以下がある。環境問題以外には、ザ

ンベジア州と同様に伝染病（マラリア、コレラ等）の発生が同州の問題でもある。ザン

ベジア州と同様、コレラの感染拡大の原因の一つは各家庭でのトイレの設置割合が少な

いことによるとされる。 

 無秩序な焼き畑農業による森林伐採 

 土壌浸食：内陸部は森林伐採に伴い降雨により発生、海岸部は波浪による 

 無許可の土砂採掘 

 

4-5-3 クアンバ市及びグルエ市の上水・下水・廃棄物に関する対策の概要 

本案件による環境面への影響のうち、地域住民への影響としては住民移転以外には河川
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水利用への影響が想定される。また、橋梁改修工事に伴い、廃棄物が発生することが見込

まれる。 

現地調査期間の時間的制約があり、13 橋梁が位置する全ての関係市に関して聞き取り調

査を行うことは困難であると判断したため、2 州からそれぞれ 1 市を選び（ニアサ州に位

置するクアンバ市及びザンベジア州に位置するグルエ市）、聞き取り調査を行った。その

結果、地域住民が河川水を飲料水や生活用水に利用していることが分かった。 

両市への聞き取り調査をもとに上水・下水・廃棄物処理（一般家庭ごみ等）の現状及び

本案件で発生する廃棄物処理に関して、以下では簡潔に整理する。 

 

(1)クアンバ市 

1)廃棄物 

市には廃棄物運搬のトラック 1 台とゴミ運搬荷台 1 台のみで処理しており、市では以

下のような廃棄物処理を行っている。 

 家庭からのゴミは毎日収集している。家庭からの生ごみは少なく、多くは雑草、

木の枝、木材等である。一般家庭ではビニール袋、プラスティック、ビン類は貴

重であり、こうした無機物のゴミ廃棄は少なく、また、生ゴミ等の有機物を含め

た 1 戸当たりの廃棄量も少ない。ビニール袋、プラスティック、ビン類は生ゴミ

と一緒に市の指定場所に運搬、廃棄している。 

 ゴミ廃棄場所は 1 ヶ所あり、クアンバ市郊外の国道 13 号線脇に設置している。 

 

本案件の橋梁改修工事で発生する廃棄物処理に関してクアンバ市では、本案件で既存の

鉄橋を撤去した場合、クズ鉄は業者または職人が再利用するとしている。発生するコンク

リートブロックは道路の補修や土壌浸食防止に再利用するとしている。また、これら以外

の一般廃棄物は同市のゴミ処理場で処理するとしている。 

 

2)上水及び下水 

市には約 81,000 人が居住し、そのうち、808 世帯・約 2,500 人に上水が供給されている。

上水源は市内の貯水湖から水を引き、塩素消毒して上水として供給している。約 25,000 人

は 91 の深井戸を上水源としている。残り約 43,000 人は、浅井戸や河川水を飲料水や生活

用水として利用している。このため、10 月～5 月には浅井戸や河川水利用に起因するコレ

ラが多く発生している。 

同市には下水処理施設は無く、各家庭の下水は各家庭の敷地内に廃棄している。 

 

(2)グルエ市 

1)廃棄物処理 

市には廃棄物運搬のトラック 1 台とゴミ運搬荷台が市の所有であり、市では以下のよう
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な廃棄物処理を行っている。 

 家庭からのゴミは毎日収集している。一般家庭からのゴミは分別無く、ビニール袋、

プラスティック、ビン類と生ゴミと一緒に市の指定場所に運搬、埋め立てている。

お茶精製工場やタバコ工場からのゴミは各事業者が処理している。 

 ゴミ廃棄場所は 2 ヶ所であり、市内より約 6km 離れた周囲に住居が無い所に廃棄

している。市では廃棄後焼却しないが、住民が焼却し、生ごみ類を肥料として再利

用している。今後 5 年以内に廃棄場所周辺に住居が建設されることが見込まれ、市

では 5 年後は新たなゴミ廃棄場所を設置予定であるが、予定地が市内より 12km 離

れた場所であり、ゴミ運搬コストが嵩むことが予想されている。 

 

本案件の廃棄物処理に関して同市では、ANE、市保健局、地域病院の意見を聞き、廃棄

場所を決定するとしている。橋梁改修工事で発生するコンクリートブロックや木材は、道

路の補修などに再利用し、クズ鉄も可能な限りリサイクルして使用するとしている。また、

これら以外の一般廃棄物はクアンバ市と同様、市のゴミ処理場で処理するとしている。 

 

2)上水及び下水 

市には約52,000人が居住し、そのうちの 10,000人に上水が供給されている。残り約42,000

人は、浅井戸や河川水を飲料水や生活用水として利用している。 

同市には下水処理施設は無く、各家庭の下水は各家庭の敷地内に廃棄している。 

 

 

4-5-4 土砂採掘及び岩石採掘場 

本案件工事の実施に際して必要な土砂採掘及び岩石採掘場に関しては、ANE の各州の支

局が管轄している。ANE ザンベジア支局及びニアサ支局によれば、各州における本案件で

必要となる土採り場に関して、以下が分かっている。なお、土捨て場に関しては不明であ

り今後の調査が必要である。 

 

(1)ザンベジア州側の土砂採掘場所及び岩石採掘場 

岩石の採掘場は 3 か所あり、モクバ（Mocuba）市よりキリマネ側 7km 地点にあるムゲ

ブ（Mugeb）、イレ（Ire）市より南部 5km 地点にあるノロクエラ（Noloquela）、グルエ（Gurue）

市より 22km 地点にあるインベンハ（Invenha）がある。土砂はナンペボ（Nampebo）市 か

らグルエ市間に ANE が特定する予定である。 

 

(2)ニアサ州側の土砂採取場所及び岩石採掘場 

ニアサ州の本案件の橋梁改修に必要な土砂及び岩石採掘場所は、ANE ではまだ特定して

いない。今後、特定するための調査を実施するとしており、この調査には 1 週間を要する
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ことが見込まれる。 

 

4-5-5 各橋梁の周辺概要 

 本案件で改修工事を予定している 13 橋梁は、いずれも「モ」国が指定する国立公園及び

自然保護区の周辺には位置していない。ユネスコ世界遺産登録地、海岸保全区域も周辺

100km 以内には存在しない。ザンベジア州の自然保護区である「Reserva Nacional do Gile」

までは、本案件の改修工事予定橋梁がある国道 103 号線より直線距離にして約 90～100km

離れている。また、ソファラ州とザンベジア州に跨るラムサール条約登録湿地の「Marromeu 

Complex」までは最も近い橋梁（ムタバシ橋）まで直線距離にして約 250km 離れている。 

各橋梁の周辺概要を調査した結果を表 48 及に示す。この表は現地調査を実施した結果を

整理したものである。川幅や川の水深は各橋梁周辺の肉眼で確認できる、およそ 100～200m

の範囲での状況を目視により、推定したものである。また、民家の件数に関しては具体的

には記述していない。これは、住居により居住する家屋だけでなく、農具を収納する納屋

や家財道具を置く小屋などがあり、家屋数を特定するには困難があると判断したためであ

る。記載した橋梁周辺に居住する住民の数は、直接、各家庭に聞き取り調査したものであ

る。 
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表 48 各橋梁の周辺概要 

No 橋梁 河川の状況 各橋梁の周辺概況 

1 ムタバシ橋 川幅:10-15m 

水深:1-2m 

・クアンバ側から橋に繋がる道路はカーブがきつく、橋周辺でのトラッ

ク事故が多い。 
・橋梁を中心に周辺 200m 以内に民家は無い。 
・キャッサバ畑やサトウキビや水田が主にある。 
・周辺の植生は草地や灌木多くが構成されるが、樹木の茂る林もある。 
・橋よりクアンバ側へ約 2km に初等学校がある。 

2 ムリケラ橋 川幅:10-20m 

水深:1-2m 

・橋梁を中心に周辺 200m 以内に民家は無い。 
・キャッサバ畑やサトウキビが主な栽培作物である。 
・周辺の植生は草地や灌木が多く、樹木はまばらである。 
・橋よりクアンバ側へ約 1km に初等学校がある。 

3 マタカシ橋 川幅:1-2m 

水深:0.5-1m 

・イレ側には上流側、下流側に合わせて 3 世帯、9 人が居住している。 
・キャッサバ、バナナ、マピラ、サトウキビやトウモロコシ等が栽培さ

れている。 
・周辺の植生は草地や灌木多くが構成されるが、樹木の茂る林もある。 
・河川は乾期には干上がる。 
・川岸には葦が生い茂る。 
・河川では住民が水浴や洗濯をしている。 

4 ルア橋 川幅:30-50m 

水深:1-3m 

・上流側、橋より 70-80m の位置に道路にほぼ並行して電線が走っている。

・イレ側の下流側には合わせて 2 世帯、11 人が居住している。 
・クアンバ側の下流側には 1 世帯、4 人が居住している。 
・周辺の植生は草地や灌木多くが構成されるが、樹木の茂る 1-2ha 程の中

州がある。 
・主な栽培作物は、マピラ、トウモロコシ、サトウキビ、キャッサバで

ある。 
・乾期でも河川には水が流れ、雨期を中心に自家消費の小規模な漁業が

周辺住民により営まれている。 
・河川では住民が水浴や洗濯をしている。 

5 ウアラシ橋 川幅:2-3m 

水深:0.5-1.5m

・河川周辺は湿地帯を形成し、その外側は、主に灌木と草地で構成され

ている。 
・河川は乾期には干上がる。 
・周辺 200m には民家は無い。 
・主な栽培作物はバナナがある。 
・イレ側、クアンバ側双方共、道路が橋へ向けてカーブがきつく橋周辺

での事故が多い。 

6 リクンゴ橋 川幅:15-25m 

水深:1-3m 

・川岸は主に灌木と草地であるが、下流側には竹林がある。 
・周辺 200m には民家は無い。 
・周辺は主に茶畑である。 
・茶畑以外には水田やバナナ、サトウキビが栽培されている。 
・グルエ市のはずれに位置し、歩行者や自転車が多く橋を往来している。

・橋より上流約 1km には山岳地帯がある。 

7 ニバコ橋 川幅:1-2m 

水深:0.5-1m 

・河川は乾期には干上がる。 
・川岸には葦が生い茂る。 
・周辺は主にサトウキビがある。 
・クアンバ側、橋より 100m には樹径約 2-2.5m、樹高約 30m の大木が 2
本ある。 

・樹木の下では露天商が 2 人営業している。 
・周辺 200m には民家は無い。 
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No 橋梁 河川の状況 各橋梁の周辺概況 

8 マツィツィ橋 川幅:1m 

水深:0.5m 

・河川は乾期には干上がる。 
・河川では住民が水浴や洗濯をしている。 
・クアンバ側には下流側、道路に沿って約 50m、路肩より約 20m に 1 世

帯、7 人が居住している。 
・川岸周辺には草原が広がる。 
・周辺にはバナナ、キャッサバ、トウモロコシ、サトウキビが栽培され

ている。 

9 ナミザグア橋 川幅:1-2m 

水深:0.5m 

・河川は乾期には干上がる。 
・川では住民が洗濯や水浴している。 
・周辺にはトウモロコシ、キャッサバ、バナナ、マピラ、サトウキビが

栽培されている。 
・周辺の植生は、樹木はほとんどなく草原である。 
・イレ側には下流側、橋より道路に沿って約 60-70m に教会が 1 軒及び上

流側、道路に沿って約 60m、路肩より約 30m に 1 世帯、10 人が居住す

る家屋がある。 
・クアンバ側には橋より道路に沿って約 100-120m に 1 世帯、4 人が居住

する家屋がある。 

10 ヌフシ橋 川幅:20-30m 

水深:1-3m 

・乾期でも河川には水が流れ、雨期を中心に自家消費の小規模な漁業が周
辺住民により営まれている。 

・河川では住民が水浴や洗濯をしている。 
・川岸は樹木が生い茂っている。 
・周辺の植生は樹木が多く、畑周辺は草原になっている。 
・トウモロコシ、マピラ、キャッサバ、サトウキビが栽培されている。 
・イレ側の下流側には道路に沿って約 100-120m、路肩より約 10m に教会
がある。 

・イレ側の上流側には道路に沿って約 100-120m、路肩より約 10-15m に 2
世帯、9 人が居住する家屋がある。 

・クアンバ側の下流側には道路に沿って約 70-80m、路肩より約 10-15m に
2 世帯、3 人が居住する家屋がある。 

・クアンバ側の上流側には道路に沿って約 70-80m、路肩より約 10-15m に
1 世帯、5 人が居住する家屋がある。 

11 ルリオ橋 川幅:15-25m 

水深:1-2m 

・河川では住民が水浴や洗濯をしている。 
・トウモロコシ、マピラ、バナナ、キャッサバ、サトウキビが栽培されて
いる。 

・周辺の植生はほとんどが草原であるが、樹木がまばらにあり、樹径 2m、
樹高 10m ほどの古木もある。 

・周辺 200m には民家は無い。 
・橋はザンベジア州とニアサ州を結ぶ重要な役割を果たしている。 

12 ムアシ橋 川幅:1-2m 

水深:0.5-1m 

・地雷探査は 2010 年 4 月上旬では、まだ実施されていない。今後実施予
定。 

・河川は乾期には干上がる。 
・川岸は葦などが生い茂る。 
・周辺の植生は川岸には樹木があるが、ほとんどは草原である。 
・トウモロコシ、マピラ、キャッサバ、サトウキビが栽培されている。 
・河川では住民が水浴や洗濯をしている。 
・周辺 200m には民家は無い。 

13 ナミティンブア橋 川幅:5-10m 

水深:1-2m 

・川岸は葦などが生い茂る。 
・周辺は、ほとんどが草原である。 
・クアンバ市のはずれに位置し、歩行者や自転車が多く橋を往来してい
る。 

・トウモロコシ、マピラ、キャッサバ、サトウキビが栽培されている。 
・イレ側の下流側には道路に沿って約 100-120m、路肩より約 10m に 2 世
帯、12 人が居住する家屋がある。 

・イレ側の上流側には道路に沿って約 100m、路肩より約 15m にトウモロ
コシを製粉する簡易な施設がある。 

・クアンバ側の橋より周辺 200m には民家は無い。 
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4-6 IEE レベルの環境社会配慮調査の結果 

4-6-1 初期環境調査(IEE)の結果 

現地予備調査期間中に相手国カウンターパートである、ANE との初期環境調査（IEE）

の結果を基に検討した IEE の結果は、以下の各表に示したとおりである。なお、IEE は概

略設計調査時点までに 13 橋梁改修工事予定地内に新たに住居が建設されず、ニアサ州内に

新設される土採り場は、周辺の地形を著しく改変しない規模であると想定した。また、本

案件とは本調査で推奨する建設案を指す。表 49 及び表 50 における新橋架橋位置について

は表 57 にて代替案検討を行った結果、13 橋梁の架け替え位置は次の位置とした。 

① ムタバシ橋：下流側 

② ムリケラ橋：下流側 

③ マタカシ橋：既存位置 

④ ルア橋：下流側 

⑤ ウアラシ橋：既存位置 

⑥ リクンゴ橋：上流側 

⑦ ニバコ橋：既存位置 

⑧ マツィツィ橋：既存位置 

⑨ ナミザグア橋：既存位置 

⑩ ヌフシ橋：既存位置 

⑪ ルリオ橋：上流側 

⑫ ムアシ橋：既存位置 

⑬ ナムティンブア橋：既存位置 
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表 49 スコーピングの結果 

No 各橋梁の名称 位置する道路 住民移転 自然環境 社会環境 公害

1 ムタバシ橋 N103 B B B

2 ムリケラ橋 N103 B B B

3 マタカシ橋 N103 B B B

4 ルア橋 N103 B B B B

5 ウアラシ橋 N103 B B B

6 リクンゴ橋 N103 B B B

7 ニバコ橋 N103 B B B

8 マツィツィ橋 N103 B B B

9 ナミザグア橋 N103 B B B

10 ヌフシ橋 R657 C B B B

11 ルリオ橋 R657 B B B

12 ムアシ橋 N103 B B B

13 ナミティンブア橋 R657 B B B  
（注）A: 甚大なる負の影響が見込まれる。 B: A 程ではないが負の影響が見込まれる。C: 
負の影響が見込まれるかどうか不明である（今後の調査により影響の度合いが判明する）。
空欄：負の影響はほとんど見込まれない。 
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表 50 13橋梁全体のIEEの結果 
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1 B B B
2
3 B B B

4

5
6 C C
7
8
9 C C C C C

10 B B C
11
12 B B B B
13 B C B B
14 C C C C
15
16
17 B B B
18 B B B B B
19
20 B B
21
22 B B B
23 B B B B B B
24
25 B B B B
26 B B B B
27
28
29
30 B B B B

Planning
Phase

Construction Phase Operation
Phase

Name of the Bridges :Overall 13 Bridges

No Items

O
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R
at
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N
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e 

E
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m
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t

Groundwater
Hydrological situation
Wetland, river and lake
Fauna and flora and biodiversity

Topography and geographic features
Soil erosion

Hazards(Risks) infectious disease such as HIV/AIDS

Local conflicts of interests

Existing social infrastructures such as services
The poor, indigenous and ethnic people
Misdistribution of benefit
Cultural heritage

Noise and vibration
Ground subsidence
Offensive odour

Involuntary resettlement

So
ci

o-
E

co
no

m
y

Local economy such as employment and livelihood
Land use and utilization of local resources
Social institutions such as social infrastructure and local
decision-making

Water usage or water rights and rights of common
Sanitation

Po
llu

tio
n

Water contamination
Soil contamination
Wastes

Accidents

Meteorology
Landscape
Global warming
Air pollution

Bottom sediments
 

（注）A: 甚大なる負の影響が見込まれる。 B: A 程ではないが負の影響が見込まれる。C: 
負の影響が見込まれるかどうか不明である（今後の調査により影響の度合いが判明する）。
空欄：負の影響はほとんど見込まれない。 
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4-6-2 プロジェクト実施に伴う環境社会面への影響 

(1) 13 橋全体での負の影響が見込まれる項目 

JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づいたスコーピング結果より、本案件の 13 橋改修

による影響に関する全体での環境カテゴリーは「B」と見込まれる。プロジェクト実施に

より、社会環境、自然環境、公害の各側面において甚大なる負のインパクトが発生するこ

とは予見されない。しかし、負のインパクトは甚大ではないものの、以下の項目において

発生することが見込まれる。なお、以下の表に記載した内容は 13 橋全体での影響である。 

 

表 51 13橋全体における負の影響がある項目 

No 影響項目 理由の説明 評
価 

社会環境項目 

1 非自発的住民移転 

新規橋梁建設に先立ち、ルア橋では 3 世帯、15 名前後の住居の移転

が予想される。また、ヌフシ橋での改修では現時点では住民移転の発

生は不明である。残り 11 橋では現時点では非自発的住民移転は見込

まれない。 

B

2 土地利用及び地域源
利用 

新規橋梁建設に先立ち、上記の住居や農地を含む用地取得の必要性

が見込まれる。 
B

3 
貧困層・先住民族・

少数民族 

住民移転の対象となる住民がどの程度の貧困レベルかは不明であ

り、こうした人々への社会経済的影響は不明である。 
C

4 
地域内の利害対立 橋梁改修工事の雇用等に伴う地域内の利害対立の発生に関しては、

現時点では不明である。 
C

5 水利用・水利権・入
会権 

13 橋が架かる河川では零細漁民は存在しない。漁業権、水利権は無

い。しかし、各河川では地域住民が洗濯や水浴、小規模自家消費漁業

で川を利用しており、橋梁改修工事に伴い、こうした人々へ影響が懸

念される。 

B

6 
HIV/AIDS 等の疫病

の増加 

新規橋梁の建設に伴い、HIV/AIDS の増加が懸念される。また、新

橋梁完成後は、増加する交通量に伴い周辺住民への HIV/AIDS の増加

が懸念される。 

B

自然環境 
7 地形・地質 新規橋梁の建設や完成後の橋脚等の設置位置により、周辺の地形・

地質改変の恐れがある。影響の程度は甚大ではないと見込まれる。 
B

8 土壌浸食 新規橋梁の建設時に土採り場からの土砂の採取による土壌浸食が発

生する可能性に関しては、現時点では不明である。 
C
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9 河川、湖沼、湿原 新規橋梁の建設や完成後の橋脚等の設置位置により、河川改変の恐

れがある。影響の程度は甚大ではないと見込まれる。 
B

10 生物・生態系 新規橋梁の建設に伴い、樹木の伐採や工事に伴う水質汚濁により、

生態系への悪影響が懸念される。しかし、影響の程度は甚大ではない

と見込まれる。大型哺乳類のライオン、チーター等は国道周辺やザン

ベジア州自然保護区には分布しておらず、新規橋梁完成に伴う交通量

の増大による影響は無いと見込まれる。アフリカゾウは同自然保護区

には生息するが、本案件周辺地域や国道周辺での目撃情報が無いこと

から、負の影響はほとんど無いと見込まれる。 

B

11 景観 新規橋梁のデザインや橋梁の建設位置により、景観に影響を与える

恐れがある。 
B

公害項目 

12 大気汚染 
橋梁改修工事に伴い、工事機材や車両等から粉塵や排気ガスが排出

され、大気汚染を発生させることが見込まれる。 
B

13 水質汚染 

橋梁改修工事に伴い、工事機材の操業や廃棄物の投棄等により水質

汚染が見込まれる。新橋梁完成後は、増加する車両や来訪者からのゴ

ミ等の投げ捨てが増加する可能性があり、これらのゴミが各河川の水

質を悪化させる懸念がある。 

B

14 廃棄物 

橋梁改修工事に伴い、工事に関係する廃棄物の発生が見込まれる。

新橋梁完成後は、増加する車両や来訪者からのゴミ等の投げ捨てが発

生する可能性がある。 

B

15 騒音・振動 

橋梁改修工事に伴い、騒音・振動の発生が見込まれる。また、新橋

梁完成後は増加する車両からの騒音・振動の悪化が周辺地域に発生す

ることが見込まれる。 

B

16 事故 

橋梁改修工事に伴い、車両や工事機器・機材の運行により、工事関

係者への事故や、周辺道路での地域住民への交通事故の発生が危惧さ

れる。新橋梁完成後は、増加する車両と歩行者や自転車との事故発生

の可能性がある。 

B
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(2) 各橋での負の影響が見込まれる項目 

各橋梁における負の影響が見込まれる項目はいくつかの橋梁において同じ影響が見込ま

れるため、以下の表 52～表 55 のとおり、4 つのグループに分け、それぞれの負の影響項目

とその内容をまとめた。表 54 及び表 55 の各橋梁において、現時点では住民移転の発生は

見込まれない。また、表 55 に記載した橋梁では景観への影響は見込まれない。なお、「影

響なし」と見込まれる項目に関しては省略した。 
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表 52 各橋における負の影響がある項目―その1 

橋梁の名
称 

評
価 影響項目 理由の説明 

非自発的住民移転 新規橋梁建設に先立ち、ルア橋では 3 世帯、15 名前後の住居の移転
が予想される。 

土地利用及び地域
源利用 

新規橋梁建設に先立ち、上記の住居や農地を含む用地取得の必要性
が見込まれる。 

水利用・水利権・入
会権 

地域住民が洗濯や水浴で川を利用しており、橋梁改修工事に伴い、
こうした人々への影響が懸念される。 

HIV/AIDS等の疫病
の増加 

新規橋梁の建設に伴い、HIV/AIDS の増加が懸念される。また、新
橋梁完成後は、増加する交通量に伴い周辺住民への HIV/AIDS の増
加が懸念される。 

地形・地質 新規橋梁の建設や完成後の橋脚等の設置位置により、周辺の地形・
地質改変の恐れがある。影響の程度は甚大ではないと見込まれる。

河川、湖沼、湿原 新規橋梁の建設や完成後の橋脚等の設置位置により、河川改変の恐
れがある。 

生物・生態系 新規橋梁の建設に伴い、樹木の伐採や工事に伴う水質汚濁により、
生態系への悪影響が懸念される。 

景観 新規橋梁のデザインや橋梁の建設位置により、景観に影響を与える
恐れがある。 

大気汚染 橋梁改修工事に伴い、工事機材や車両等から粉塵や排気ガスが排出
され、大気汚染を発生させることが見込まれる。 

水質汚染 

橋梁改修工事に伴い、工事機材の操業や廃棄物の投棄等により水質
汚染が見込まれる。新橋梁完成後は、増加する車両や来訪者からの
ゴミの投げ捨てが増加える可能性があり、これらのゴミが河川の水
質を悪化させる懸念がある。 

廃棄物 
橋梁改修工事に伴い、工事に関係する廃棄物の発生が見込まれる。
新橋梁完成後は、増加する車両や来訪者からのゴミ等の投げ捨てが
発生する可能性がある。 

騒音・振動 
橋梁改修工事に伴い、騒音・振動の発生が見込まれる。また、新橋
梁完成後は増加する車両からの騒音・振動の悪化が周辺地域に発生
することが見込まれる。 

 
B 

事故 

橋梁改修工事に伴い、車両や工事機器・機材の運行により、工事関
係者への事故や、周辺道路での地域住民への交通事故の発生が危惧
される。新橋梁完成後は、増加する車両と歩行者や自転車との事故
発生の可能性がある。 

貧困層・先住民族・
少数民族 

住民移転の対象となる住民の貧困レベルは不明であり、また、こう
した人々への社会経済的影響は不明である。 

地域内の利害対立 橋梁改修工事の雇用等に伴う地域内の利害対立の発生に関しては、
現時点では不明である。 

No4 ルア
橋 

C 

土壌浸食 新規橋梁の建設時に土採り場からの土砂採取による土壌浸食が発生
する可能性に関しては現時点では不明である。 

（注）A: 甚大なる負の影響が見込まれる。 B: A 程ではないが負の影響が見込まれる。C: 
負の影響が見込まれるかどうか不明である（今後の調査により影響の度合いが判明する）。 
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表 53 各橋における負の影響がある項目―その2 

橋梁の名称 評
価 影響項目 理由の説明 

B 非自発的住民移転以外、上
記のルア橋と同様の項目 

非自発的住民移転以外の項目では、上記のルア橋
と同様の項目において負の影響が見込まれる。 

非自発的住民移転 現時点では住民移転の発生は不明である。 
No10 ヌフシ橋 

C 
非自発的住民移転以外、上
記のルア橋と同様の項目
（貧困層・先住民族・少数
民族、地域内の利害対立、
土壌浸食） 

非自発的住民移転を除き、影響が不明の項目の理
由の説明は、上記のルア橋と同様である。 

 

表 54 各橋における負の影響がある項目―その3 

橋梁の名称 評
価 影響項目 理由の説明 

B 非自発的住民移転以外、上
記のルア橋と同様の項目 

非自発的住民移転以外の項目では、上記のルア橋
と同様の項目において負の影響が見込まれる。 

No1 ムタバシ橋 
No2 ムリケラ橋 
No3 マタカシ橋 
No5 ウアラシ橋 
No6 リクンゴ橋 
No9 ナミザグア橋 
No11 ルリオ橋 
No13ナミティンブ
ア橋 

C 非自発的住民移転以外、上
記のルア橋と同様の項目 

影響が不明の項目に関する理由の説明は非自発
的発的住民移転を除き、上記のルア橋と同様であ
る。 

 

表 55 各橋における負の影響がある項目―その4 

橋梁の名称 評
価 影響項目 理由の説明 

B 非自発的住民移転以外、上
記のルア橋と同様の項目 

住民移転及び景観を除き、上記のルア橋と同様の
項目において負の影響が見込 
まれる。 No7 ニバコ橋 

No8 マツィツィ橋 
No12 ムアシ橋 C 非自発的住民移転以外、上記

のルア橋と同様の項目 

影響が不明の項目に関する理由の説明は非自発
的発的住民移転を除き、上記のルア橋と同様であ
る。 

 
（注）A: 甚大なる負の影響が見込まれる。 B: A 程ではないが負の影響が見込まれる。C: 
負の影響が見込まれるかどうか不明である（今後の調査により影響の度合いが判明する）。 
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4-6-3 住民移転が予想される橋梁 

本案件 13 橋梁のうち、ルア橋では住民移転が見込まれる。また、ヌフシ橋では住民移転

が発生するかどうかに関しては現時点では不明である。残りの 11 橋梁に関しては、住民移

転の発生は現時点では予想されない。 

 

表 56 予想されるルア橋の住民移転対象家屋の内容 

橋梁名 移転家屋数 移転住民数 移転家屋の位置 

ルア橋 3 世帯 

（家屋一部はいず

れも ROW を不法

占拠していない） 

15 名前後  1 世帯 7 名が居住する家屋が橋梁

下流側、橋梁の端よりキリマネ市

側に道路と平行に約 30～40m、道

路の路肩より 70～80m に位置して

いる。 

 1 世帯 4 名が居住する家屋が橋梁

下流側、橋梁の端よりキリマネ市

側に道路と平行に約 90～100m、道

路の路肩より 20m に位置してい

る。 

 1 世帯 4 名が居住する家屋が橋梁

下流側、橋梁の端よりクアンバ市

側に道路と平行に約 100m、道路の

路肩より 40～50m に位置してい

る。 

注：2010 年 4 月現在 

 

4-6-4 環境緩和策 

 本案件の環境緩和策は表 57 のとおりである。 
 

表 57 環境緩和策 

影響項目 評

価 

影響の程度 緩和策 

非自発的住
民移転 

B ルア橋の橋端より
100m 以内に居住す
る 3世帯の住民の住
民移転が発生する
ことが予測される。

計画段階: 
 計画地の土地所有及び居住する世帯数と人数を調査し、住民移転
対象者が最小となる橋の建設位置及び取り付け道路を設計する。

 住民移転の対象となる人々をステークホルダー会議に出席させ、
意見を聞く。 

 住民移転対象者への社会経済調査及び聞き取り調査を行い、
ANEが策定するRAP が住民への社会経済的な負の影響が最小に
なるよう RAP の策定支援を行う。また、必要であれば移転住民
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との交渉がスムーズに進展するよう ANE に助言を与える。 
 ANEが策定するRAP に含まれる生計回復手段の内容に関して移
転前と同等の生活レベルが保てるかどうか精査し、移転対象住民
の生計に悪影響が及ばないような計画策定への支援を行う。 

建設段階: 
 ANE 及び住民移転対象者との交渉の進捗状況を確認し、必要で
あれば移転住民との交渉がスムーズに進展するよう ANE に助言
を与える。 

 住民移転対象者全員との合意形成が完了した確認する。 
土地利用及
び地域源利
用 

B 橋梁建設予定地周
辺での用地取得が
必要になる。  

計画段階:  
 橋梁建設予定地周辺の土地所有状況を調査し、プロジェクト実施
による用地取得が必要最小限となるような橋梁建設及び土地付
け道路の位置を計画する。 

 用地取得の対象となる人々をステークホルダー会議に出席させ
る。 

 ANE と用地取得の対象となる人々との交渉の進捗状況を確認
し、必要に応じて進捗への支援を行う。 

建設段階: 
 ANE と用地取得の対象となる人々との交渉の進捗状況を確認
し、必要に応じて合意形成への支援を行う。 

 用地所得対象者が自宅より 5km 以内の同じ収穫が可能な新規の
農地を確保できているか確認する。 

貧困層・先住
民族・少数民
族 

C プロジェクト実施に伴

う貧困層への悪影響

に関してその発生や

程度に関しては現時

点では不明である。 

計画段階:  
 橋梁建設予定地周辺の土地所有状況を調査し、プロジェクト実施
による用地取得が必要最小限となるような橋梁建設及び土地付
け道路の位置を計画する。 

 用地取得に伴う影響を予測し、必要に応じて緩和策を立案する。
 住民移転対象者への生計回復手段の計画に関してその計画内容
が移転前より生計が悪化しないか確認し、必要に応じて計画策定
支援を行う。  

地域内の利
害対立 

C 現時点ではプロジェ
クト実施に伴う地域
内の利害対立の発
生は不明である。 

計画段階:  
 ステークホルダー会議においてプロジェクト実施に伴い、地域内
の利害対立が発生する可能性があるか地域住民に確認する。 

 地域内の利害対立の発生が予見される場合、地域住民への回避策
に関して適切なコンサルテーションを行う。 

水利用・水利
権・入会権 

B プロジェクト実施に伴
い、地域住民への水
利用への影響が懸
念される。 

計画段階:  
 地域住民の水利用に関して調査を行う。 
 地域住民への水利用への影響に関して適切なコンサルテーショ
ンを行う。 

HIV/AIDS等
の疫病の増
加 

B プロジェクト実施に伴
い HIV/AIDS 等の疫
病の増加が懸念さ
れる。 

計画段階:  
 ANE が策定する HIV/AIDS 予防教育内容を確認し、その計画実
行への支援を行う。 

建設段階: 
 ANE が策定する HIV/AIDS 予防教育の建設段階での計画の実行支
援を行う。 

供用開始後: 
 ANE が策定する HIV/AIDS 予防教育の橋梁完成後の計画の実行
支援を行う。 

地形・地質 B プロジェクト実施に伴
い地形・地質への影
響が懸念される。 

計画段階:  
 橋梁や取り付け道路が建設予定地及び周辺の地形・地質への影響
が最小となるよう設計を工夫する。 

 土採り場及び岩石採掘場の場所を確認し、地形・地質への影響及
び大気汚染が最小となる他の場所への調査への支援を行う。 
建設段階: 

 建設予定地周辺への地形・地質への影響が最小となるよう工事を
行う。 

河川、湖沼、
湿原 

B プロジェクト実施に伴
い河川の改変への
影響が懸念される。 

計画段階:  
 橋梁及び取り付け道路が河川の改変への影響が最小となるよう
設計を工夫する。 
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建設段階: 
 河川改変への影響が最小となるような建設工事を行う。 
 河川への水質へ影響を及ぼさないようにオイルフェンス等の処
置を行う。 

生物・生態系 B プロジェクト実施に伴
い生物・生態系への
影響が懸念される。 

計画段階:  
 プロジェクトサイト周辺の樹木の存在を調査する。橋梁建設場所
や取り付け道路の位置を工夫し特に樹径2mを超す樹木の伐採が
最小限となる設計を行う。 

 13 橋が架かる河川の水質を調査する。 
建設段階: 
 建設に伴う河川の汚濁を最小限となる建設計画を取る。 
 水質汚濁への影響が少ない機材を使用する。河川にはオイルフェン
ス等の水質汚濁防止措置を講じる。 

景観 B 新規橋梁建設により
景観への影響が懸念
される。 

計画段階:  
 景観に配慮した橋梁設計を行う。 

大気汚染 
B 橋梁建設に伴い大

気汚染の発生が懸
念される。 

建設段階: 
 建設時には大気汚染を抑制する方策を実施する。機材のエンジン
をこまめに切ることや、建設場所及び周辺地に散水を定期的に行
うなどの対策を講じる。 

水質汚染 

B 橋梁建設に伴い水
質汚染の発生が懸
念される。 

計画段階:  
 13 橋が架かる河川の水質を調査する。 
建設段階: 
建設に伴う河川への汚濁が最小限となる建設を計画する。 

 水質への影響が少ない機材を使用する。河川にはオイルフェンス等
の水質汚濁防止措置を講じる。 

 乾期と雨期の工事の実施時期に関して汚染が最小となるよう工
期を工夫する。 

廃棄物 

B 橋梁建設に伴い廃
棄物の発生が予測さ
れる。また、新規橋梁
完成後は増大する交
通量に伴い、ゴミの
投げ捨てが増えるこ
とが懸念される。 

計画段階:  
 各橋梁の周辺自治体に廃棄物処理場を確認する。 
建設段階: 

 廃棄物の発生量が最小となるような建設工事を行う。 
 廃棄物処理対策を実施する。 
供用開始後: 

 ゴミの投げ捨の啓蒙活動を NGO 等と連携して行う。 
 ゴミの投げ捨て禁止の立て看板を橋梁周辺に設置する。 

騒音・振動 

B プロジェクトサイ
ト周辺の住民に工
事に伴い騒音・振動
が発生することが
見込まれる。  

建設段階: 
 騒音・振動の発生が少ない機材を使用する。 
 工事期間中は防音壁等の騒音軽減策を講じる。 
 車両への最高速度規制を設定するなどの対策を講じる。 
 夜間の工事を規制する。 

事故 

B 橋梁建設に伴い周
辺住民や工事関係
者への事故の発生が
懸念される。 

計画段階:  
 歩行者への十分な歩道を確保する。  
建設段階: 
 工事に係る車両運転手への安全教育を含む工事期間中の安全対
策を講じる。 

 プロジェクトサイト周辺の学校へ NGO と連携し、交通安全に関
する啓蒙活動を行う。 

 
 

4-6-5 代替案の比較 

本案件とは異なる場所（上側や下流側）に橋梁を新設する「代替案」及び何もしない「ゼ

ロ・オプション」を検討した。橋梁架設計画について、①橋梁架け替えを実施しないゼロ・

オプション、②上流側での架設、③既存橋の架け替え、④下流側での架け替えに関し、表



 103

57 のとおり代替案比較を行った。その際に次項を検討条件としている。なお、本案件とは

本調査で推奨されている建設案を指す。 

 改修工事を行う 13 橋の建設位置において、上流または下流に新規橋梁を建設する場

合は、既存の橋梁から約 30m 離した上流側または下流側と想定する。 

 橋梁の端より道路と平行に 100m 以内、路肩より 100m 以内に存在する住居は橋梁

建設の位置により住民移転の対象と見込み、影響があるとする B を記入した。 

 橋梁の端より道路と平行に 100m 以上 200m 未満、路肩より 100m 以内に存在する住

居は橋梁建設の位置により住民移転の対象の可能性もあるが、その影響は不明とす

る C を記入した。 

 森林も含め、樹木の樹径（地面より 1.5m の高さでの木の直径とする）が 2m を超え

る樹木や竹林に関しては特に伐採の発生の有無を検討した。 
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表 58 代替案と本案件との比較―その1橋梁No1～No7 

No 各橋梁
本案件、ゼロオ
プション、代替

案の比較

住民
移転

自然
環境

社会
環境

汚染
公害

備考

本案件：
下流に新設

B B B キリマネ市側には路肩より約30m下流側に川岸に沿って林が存在する。影響項目及

びその内容は4-6-2参照

ゼロオプション B 放置した場合、落橋の危険性がある。また、橋梁の位置を原因とする交通事故発生が

引き続き発生する

上流側代替案 B B B ムタバシ橋・本案件と同様な負の影響が見込まれる

既存位置代替案 B B B ムタバシ橋・本案件と同様な負の影響が見込まれる

本案件：
下流に新設

B B B 影響項目及びその内容は4-6-2参照

ゼロオプション B 橋梁の位置の悪さによる交通事故発生が引き続き発生する。橋梁の損傷を放置すれ
ば橋梁の通行が不能となる可能性がある

上流側代替案 B B B 上流側約30mの位置に電線有り。ムリケラ橋・本案件と同様な負の影響が見込まれる

既存位置代替案 B B B ムリケラ橋・本案件と同様な負の影響が見込まれる

本案件：
既存位置に架替

B B B 影響項目及びその内容は4-6-2参照

ゼロオプション B 橋梁の損傷を放置すれば落橋の危険性がある。

上流側代替案 C B B B

2世帯5名が居住する住居が上流側、キリマネ市側の橋より道路と平行に約150
～180m、路肩より10～50mに存在し、取り付け道路の位置によっては住民移転

発生の可能性もある。これ以外はマタカシ橋・本案件と同様な負の影響が見込

まれる。上流側約70mの位置に電線有り

下流側代替案 C B B B

1世帯4名が居住する住居が下流側、キリマネ市側の橋より道路と平行に約150
～180m、路肩より約20～50mに存在し、取り付け道路の位置によっては住民移

転発生の可能性もある。これ以外はマタカシ橋・本案件と同様な負の影響が見

込まれる。下流クアンバ市側には林がある。

本案件：
下流に新設

B B B B
3世帯15名が居住する住居が下流、キリマネ市側及びクアンバ市側に橋より道

路と平行に約30～100m、路肩より20～80mに存在し、住民移転の発生が見込ま

れる。影響項目及びその内容は4-6-2参照

ゼロオプション B 橋梁の位置の悪さによる交通事故発生が引き続き発生する。橋梁の損傷を放置すれ

ば橋梁の通行が不能となる可能性がある

上流側代替案 B B B
上流域の中州や両岸には林が存在する。電線が道路と平行に路肩より約70～
80mに施設され、施設移転の可能性もある。ルア橋・本案件と同様な負の影響

が見込まれる

既存位置代替案 B B B 仮設橋及び仮設道路の位置を工夫すれば住民移転は発生しない。ルア橋・本案件と

同様な負の影響が見込まれる

本案件：
既存位置に架替

B B B 影響項目及びその内容は4-6-2参照

ゼロオプション B 既存の橋梁は仮設橋のため、早期の新設が無い場合、増加する大型車両の交通量

に耐えられず落橋の可能性がある

上流側代替案 B B B 上流域キリマネ市側には林が存在する。ウアラシ橋・本案件と同様な負の影響

が見込まれる

下流側代替案 B B B ウアラシ橋・本案件と同様な負の影響が見込まれる

本案件
(上流に新設)

B B B 影響項目及びその内容は4-6-2参照

ゼロオプション B 橋梁の床板の損傷が激しく放置すれば、橋梁の通行が不能となる可能性がある

下流側代替案 B B B 下流域クアンバ市側には竹林が川岸に存在する。リクンゴ橋・本案件と同様な

負の影響が見込まれる

既存位置代替案 B B B 上流側に新設する場合よりも建設費用が高くなる。リクンゴ橋・本案件と同様

な負の影響が見込まれる

本案件：
既存位置に架替

B B B 影響項目及びその内容は4-6-2参照

ゼロオプション B ボックスカルバートの下を通水しており、構造物が壊れ通行が不能となる可能性があ

る。雨期には冠水し通行が不能となっており、この状況が継続する。

上流側代替案 B B B 上流、橋より90～100mクアンバ市側には樹径約2.5m、樹高約30mの大木2本が

存在する。ニバコ橋・本案件と同様な負の影響が見込まれる

下流側代替案 B B B ニバコ橋・本案件と同様な負の影響が見込まれる

1 ムタバシ橋

2 ムリケラ橋

3 マタカシ橋

ルア橋4

ウアラシ橋5

6 リクンゴ橋

7 ニバコ橋
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No 各橋梁
本案件、ゼロオ

プション、代替

案の比較

住民
移転

自然
環境

社会
環境

汚染
公害

備考

本案件：
既存位置に架替

B B B 影響項目及びその内容は4-6-2参照

ゼロオプション B 既存の橋梁は仮設橋のため、早期の新設が無い場合、増加する大型車両の交通量

に耐えられず落橋の可能性がある

上流側代替案 B B B 上流側約80mの位置に電線有り。マツィツィ橋・本案件と同様な負の影響が見込まれ

る

下流側代替案 B B B B
1世帯7名が居住する住居が下流側、クアンバ市側の橋より道路と平行に約50～
60m、路肩より約20mに存在し、住民移転の発生が見込まれる。これ以外はマ

ツィツィ橋・本案件と同様な負の影響が見込まれる

本案件：
既存位置に架替

B B B 影響項目及びその内容は4-6-2参照

ゼロオプション B 既存の橋梁は仮設橋のため、早期の新設が無い場合、増加する大型車両の交通量

に耐えられず落橋の可能性がある。また、橋台の沈下に伴う落橋の可能性もある

上流側代替案 B B B B
1世帯10名が居住する住居が上流側、キリマネ市側橋より道路と平行に約50～
70m、路肩より約30mに存在し、住民移転の発生が見込まれる。これ以外はナ

ミザグア橋・本案件と同様な負の影響が見込まれる

下流側代替案 C B B B

1世帯4名が居住する住居が下流側、クアンバ市側の橋より道路と平行に約100
～120m、路肩より約30mに存在し、取り付け道路の位置によっては住民移転の

発生の可能性もある。また、教会が下流、橋より60～70mに存在し移転の可能

性もある。これら以外はナミザグア橋・本案件と同様な負の影響が見込まれ

る。下流側約100mの位置に電線有り

本案件：
既存位置に架替

C B B B

上流及び下流側にはクアンバ市側の橋より道路と平行に70～80m、路肩より約
10mに2世帯8人が居住する住居が存在し、仮設橋梁の仮設取り付け道路の位置

によっては住民移転が発生する可能性もある。影響項目及びその内容は4-6-2参
照

ゼロオプション B 既存の橋梁は仮設橋のため、早期の新設が無い場合、増加する大型車両の交通量

に耐えられず落橋の可能性がある

上流側代替案 B B B B
1世帯5名が居住する住居が上流、クアンバ市側の橋より約70～80mに存在し、

住民移転の発生が見込まれる。これ以外はヌフシ橋・本案件と同様な負の影響

が見込まれる

下流側代替案 B B B B
1世帯3名が居住する住居が下流、クアンバ市側の橋より約70～80mに存在し、

住民移転の発生が見込まれる。これ以外はヌフシ橋・本案件と同様な負の影響

が見込まれる

本案件：
上流に新設

B B B 橋より50～60m上流のキリマネ市側には樹径約2m、樹高約10mの大木1本が存

在する。影響項目及びその内容は4-6-2参照

ゼロオプション B 既に傾斜している橋梁構造や、既存の橋梁は歩行者用の仮設橋のため、早期の新設

が無い場合、増加する大型車両の交通量に耐えられず落橋の可能性がある

既存位置に架替 B B B ルリオ橋・本案件と同様な負の影響が見込まれる

下流側代替案 B B B ルリオ橋・本案件と同様な負の影響が見込まれる。下流側約20mの位置に電線有り

本案件：
既存位置に架替

B B B 影響項目及びその内容は4-6-2参照

ゼロオプション B 橋台の沈下が進行しており、放置すれば落橋の可能性がある

上流側代替案 B B B ムアシ橋・本案件と同様な負の影響が見込まれる

下流側代替案 B B B ムアシ橋・本案件と同様な負の影響が見込まれる

本案件：
既存位置に架替

B B B 影響項目及びその内容は4-6-2参照

ゼロオプション B
既存の橋梁は仮設橋のため、早期の新設が無い場合、増加する大型車両の交通量

に耐えられず落橋の可能性がある。雨期には河川水の越流のため通行不能となって

いる

上流側代替案 B B B
トウモロコシの精製施設がキリマネ市側、橋より約100～110mに存在し、施設

移転が発生する可能性がある。これ以外はナミティンブア橋・本案件と同様な

負の影響が見込まれる

下流側代替案 C B B B
2世帯12名が居住する住居が下流、キリマネ市側の橋より道路と平行に約100～
140m、路肩から約5～10mに存在し、住民移転発生の可能性もある。これ以外

はナミティンブア橋・本案件と同様な負の影響が見込まれる

8 マツィツィ橋

ムアシ橋12

13 ナミティンブア

橋

9 ナミザグア橋

10 ヌフシ橋

11 ルリオ橋

  

 

上記の表 58 で整理したとおり、ゼロ・オプションの場合、既存の橋梁が増加する交通量

や洪水等の河川水の水流に耐えられず、落橋や通行不能となることが予測される。また、

雨期にはいくつかの橋梁では河川水の越流のため通行不能となっている。これらの場合、

事故の発生や、幹線道路の通行不可による地域住民の生活への悪影響（通勤、通学、病気

や怪我等の緊急搬送への障害、農産物等の輸送ルートの遮断）をはじめとする社会経済へ
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の大きな負の影響がザンベジア州及びニアサ州に発生することから、本案件の実施が望ま

れる。 

 代替案と本案件の比較では、住民移転以外ではほぼ同等の環境面・社会面（汚染・公害

を含む）での負の影響が見込まれる。住民移転の観点では、ルア橋において本案件では、3

世帯の住民移転が発生することが見込まれている。一方、上流側に橋梁を新設する代替案

では住民移転は発生しないが、電線等の施設が工事の障害となることが予測される。マツ

ィツィ橋、ナミザグア橋、ヌフシ橋の 3 橋における代替案では、住民移転の発生が見込ま

れる。マタカシ橋の代替案では、住民移転が発生する可能性もある。残り 8 橋では、代替

案においても住民移転の発生は現時点では見込まれない。 

 従って、ルア橋を除く 12 橋では、各橋梁で示された本案件（詳細は橋梁計画の項を参照）

の実施が最も環境面・社会面への負の影響が少ないと考えられる。ルア橋の改修工事に関

しては、概略設計調査時に工夫することが望まれる。 

 

 

4-7 用地取得及び住民移転 

橋梁改修工事に際しては、用地の取得と住民移転の発生が見込まれるため、これらに関

して ANE がこれまで行ってきた手順とその内容、事例等に関して以下では整理する。 

 

4-7-1 用地取得 

ANE ではプロジェクト実施に必要な用地取得を行っている。本案件の橋梁改修工事が行

われる用地は、住民移転対象地を除き、ほとんどが農地であることから、以下では農地の

用地取得に関して記述する。 

 

 

＜用地取得の手順＞ 

対象地の測量 

  

用地取得が想定される対象用地の所有を該当村落の村長に確認する

  

用地取得が想定される対象用地の農作物の確認

  

州政府農業局による農作物の金額見積の実施及び州政府農業局による代替の農地の発見

  

  

ANE による土地所有者に農作物補償金額の支払及び代替農地を土地所有者へ供与 
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土地所有者に農作物の補償金額を支払う場合、その金額は各農作物の 1 期分のみとして

いる。補償金の支払いと同時に所有者の家屋の半径 5km 以内に新たな同等面積の土地を州

政府の協力により発見・確保し、その土地を開墾して供与している。農村部の場合、土地

にはまだ十分な余裕があるため、半径 5km 以内に代替農地を ANE は確保できているが、

都市部の近隣では代替農地を所有者家屋の半径 5km 以内に確保することが困難になって

きている。用地取得が数 m²の場合、地権者によっては金銭の支払いを要求しないこともあ

る。 

 

4-7-2  住民移転 

(1) 住民移転の手続き 

道路や橋梁建設、改修に伴い住民移転が発生する場合、ANE では ANE の該当各州支局

及びマプート本部の ANE が連携して問題解決に当たる。住民移転の場合、移転先を確保

し、相応の家屋を建設する場合と移転先を確保せずに相応の金銭を支払う場合がある。

ANE では伝統的な家屋が移転対象となる場合、新築の家屋ではなく、相応額の金銭を支払

う補償方法をとる場合が多いとしている。また、ROW 内に不法居住している住民に対し

ても正規の家屋と差をつけることなく補償を支払う方針をとっている。 

現在までは世界銀行の住民移転マニュアルに従い移転を実施してきているが、ANE では

世界銀行の住民移転マニュアルを基に独自の移転マニュアルを作成中であり、2010 年 8 月

を目途に作成を完了させ、新規マニュアルを使用することを計画している。 

 

＜住民移転の場合＞ 

対象地の測量

  

住民移転が想定される対象家屋の所有を該当村落の村長に確認する 

  

各郡または州により移転先用地の発見・確保 

  

家屋の見積もり（ANE の調達管理課が行う）

  

移転対象者との移転の合意形成

  

移転先に公共事業省が道路建設ファンドの資金を活用し、新築の家屋を建設する
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住民移転に際してその所要期間はプロジェクトにより大きく異なる。3 か月ほどで完了

する場合もあるが、一方では最長 2 年を要したケースもある。これはプロジェクト計画時

に移転対象家屋の評価額を算定後、EIA 手続きに 1 年半近く要し、その間に移転対象家屋

の住民が自宅を増築したことや、新たに畑を開墾したことにより補償額で合意形成に時間

を要している。住民移転が発生する場合、ANE では移転対象家屋の住民に増築や新たな畑

の開墾を行わないよう要請するが、必ずしも要請どおりにはいかないのが現状である。

ANE によれば、補償金額を算定する場合は実際の評価額よりも多少の上積みをしているが、

合意形成に年数を要する場合では、もめるケースがあるとしている。 

補償対象とならない人々とは、4-2-2 で既述した ANE によるプロジェクト予定地のカッ

ト・オフ・デイト実施後に新たにプロジェクト予定地内に居住した人々や、同様にカット・

オフ・デイト実施後に新たに農作物や何らかの構造物を建設した人々である。こうした人々

は例外なく、補償の対象とはならない。 

ANE では RAP（Resettlement Action Plan）の作成期間は 3 カ月から 4 カ月を要してい

る。RAP は ANE の GAT が作成し、移転が行われる場合、公共事業省が移転先の家屋の

建設をローカルコンサルタントに委託して建設し、農作物や果樹等の見積もりは関係州・

農業局が実施する。これらすべての補償額は道路ファンドによって賄っている。 

 

(2)RAP の作成実績 

ANE が過去に作成した RAP の作成実績の主な事例は、以下の表に示すとおりである。 

 

表 59 ANEが過去に実施したRAPの実績例 

プロジェクト名 

実施機関 場所 Road

No 

プロジェクト

内容 
期間 RAP で扱った家屋数や商店数

ANE Maputo-Witbank(南ア) N4 道路整備 1999-2000

 698 家屋の移転 

 一般商店 4 店舗の移転 

 薬局 1 店舗の移転 

世界銀行 
Maputo City 

Jardim -Benfica 
N1 道路整備 工事実施中

 25 家屋の移転 

 130 家屋への金銭補償 

 136 の塀や台所の撤去 

JICA/ADB Nampula-Cuamba N13 道路整備 詳細設計 

 248 家屋の移転 

 247 店舗の移転 

 672 本の樹木伐採 

 211 の塀や台所の撤去 

出典：本案件調査に基づく 
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第5章 結論・提言 

 

5-1 概略設計調査に際し留意すべき事項 

概略設計調査への留意すべき事項を以下に記す。 

 

5-1-1 地雷調査 

2010 年 3月、本事業実施のために ANE により地雷調査が実施された。実施の内容はムア

シ橋を除く 12 橋梁周辺での地雷埋設状況調査であり、12 橋すべての現場で地雷が埋設さ

れていないことを確認した。概略設計調査時には、ANE からムアシ橋を含む詳細調査結果

を入手し、その調査範囲と内容を確認してから現地調査を安全に実施することが必要であ

る。 

調査の範囲は、下図に示しており橋台背面より 50m、道路中心より片側 50m の範囲であ

る。ムアシ橋での調査は、概略設計調査までに完了する予定である。 

 

 
図 17 地雷探索範囲 

 

5-1-2 道路計画/一般事項 

（１） 交通安全に関する事項 

ナンペボ～グルエ区間は舗装済みであるので、橋梁の取り付け部の線形が不良な箇所に

おいては、極力道路改良区間の延長を減らすよう配慮しつつ、特に交通事故多発箇所とな

っている橋梁の架け替えについては前後の平面・縦断線形を改善することにより、交通事

故を低減することが求められる。線形改良では交通事故への対応が不十分である場合には、

標識やハンプの設置により安全性の向上に努めることが望まれる。 
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（２）排水処理に関する事項 

対象地域の降雨量は比較的多く、また地形的にも橋梁がサグ部にあることから橋梁付近

に路面および隣接地の雨水が集まりやすい。既存道路の排水施設との接続に留意して適切

な断面の排水路を設置し、河川へ流下することが望まれる。 

 

（３）過積載トラックに関する事項 

対象路線は標高の高い丘陵地にあり、特に橋梁は地形的にサグ部に位置するため、前後

の道路勾配が急な箇所がある。過積載トラックの影響により道路舗装の損傷が想定される

ことからも、橋梁取り付け区間の道路舗装については十分留意する必要がある。EU あるい

はポルトガル支援による道路舗装の設計資料を踏襲する場合においてもこれらの設計図書

の精査が不可欠である。なお、ニコダラ（国道 1号線）にあるウェイブリッジ施設は現在

改修中であるが、今年 5月には操業を再開することになっていることから、当該施設のオ

ペレーション状況および計測記録を確認することが望まれる。 

 

 

5-1-3 橋梁計画 

（１）設計基準 

橋梁設計は SATCC 基準を基本的に適用しており、補足資料として TRH（Technical 

Recommendations for Highways, National Institute of Transport and Road Research of 

the Council for Scientific and Industrial Research in South Africa）を参照してい

るが、無償資金協力事業の場合、各ドナー機関が独自に基準を採用している。下記に SATCC

等で発行している仕様書を示す。 

・Code of Practice for the Design of Road Bridges and Culverts, SATCC 
・Code of Practice for the Geometric Design of Trunk Roads, SATCC 
・TRH25（Guideline for the Hydraulic Design and Maintenance of River Crossings） 
 

（２）設計条件 

１）活荷重 

無償資金協力で実施した橋梁案件では、橋梁特性に応じて SATCC 及び日本の道路橋

示方書を使用しており本プロジェクトにおいても両基準を検討することが望ましい。 

 

２）地震荷重 

地震荷重は SATCC 基準に記載されており、「モ」国地域はメルカリ震度 6 に分類さ

れていることから、この震度基準を適用し地震係数 0.03 を用いることが望ましい。 
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3）幅員構成 

幅員構成は、「モ」国から要請された 2 車線＋両側歩道の幅員を基本とし、周辺橋

梁の状況と取り付け道路幅員との整合性を考慮して決定することを提案する。 

ムリケラ橋とルア橋は、1 車線橋を新規に架設し、既存橋梁とあわせて 2 車線とし、

歩道の必要性は交通量調査等より検討する必要がある。 

 

 

４）設計流量 

対象橋梁に関連するリクンゴ川およびルリオ川では、河川観測記録があり、グルエ

およびクアンバには降雨量観測記録があることから、これらのデータを入手し橋梁

設計に反映する必要がある。 

流量計算の確率年は、過去の無償資金協力事業において 50 年確率を採用している。

一方で ANE のガイドラインでは下記に示す計画流量別に確率年を選定しているこ

とから各橋梁の状況より適切な確率年を検討する必要がある。 

 

表 60 確率年選定表 

  計画流量(m3/s) 確率年 

1 20 以下 20

2 20～250 50

3 250 以上 100

           出展：ANE 

 

（３）地形調査 

本プロジェクトで必要な対象橋梁の地形図は皆無であることから概略設計調査において

取り付け道路を含む橋梁設計と水理・水文解析のための地形測量調査を実施することが好

ましい。 

 

（４）地質調査 

対象橋梁の地質資料は皆無であることから概略設計調査において標準貫入試験等による

地質調査を実施することが好ましい。地質調査を現地再委託とする場合には、基礎構造物

の規模は建設費に大きく影響を及ぼすことから、信頼と実績のある業者を選定し、適切な

予算と実施期間において、精度の高い地質データを入手することが必要となる。ローカル

の地質業者の多くは、自社の掘削機械を保有しておらず経験も少ないことから、第 3国も

含めた地質業者を選定することが望ましい。その他の懸念される事項を下記に示す。 

・河床に岩が露呈していることから岩掘削が想定される。 

・ムタバシ橋、ムリケラ橋、ルア橋、ルリオ橋の 4 橋は、橋長が長いため、橋台位
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置 2 か所を含む橋脚位置での調査の必要性を検討する必要がある。 

・河川内での調査は乾季に実施し、安全性を考慮した計画が必要である。 

 

（５）施工計画・積算 

施工計画および積算にあたっては、下記の項目について配慮した調査が必要となる。 

・対象施設では、乾季と雨季との道路および河川条件が大きく異なることから、そ

れぞれの特徴を考慮した工事内容、工期の設定が必要となる。 

・グルエの雨量は多く年間雨量は約 2,000mm となることから施工の作業効率を適切

に設定する必要がある。 

・資機材輸入時の免税は、必要書類を ANE に提出し関係機関が免税処置の手続きを

行い、還付されることになる。財源は FE からとなることから、概略設計調査時に免

税処置の詳細な手続きについて確認する必要がある。 

・本プロジェクトの主要な資機材は、南アフリカ国等の第 3 国からの調達が多くな

ることが想定されることから、輸送費を含む適切な見積単価取得のために第 3 国へ

の単価調査を推奨する。 

・建設費を削減するためには、仮設費を削減することが効果的となる。対象橋梁工

事において迂回路および工事用道路のために既設橋梁（ベイリー橋）を ANE から借

用することが可能であれば仮設費削減を図ることができる。建設費削減のため、具

体的な計画に基づき ANE と協議を実施することを推奨する。 

 

 

5-1-4 環境社会配慮 

環境社会配慮に関係する概略設計調査の際の重要と考えられる留意事項は以下が挙げら

れる。 

 (1) 環境社会配慮手続きの確認 

環境社会配慮手続きに関しては、調査団員とカウンターパートである ANE は緊密に連携

し、MICOA から本案件の環境カテゴリーを含む認可手続きの確認を行う。また、カテゴリ

ー決定後の EIA または SER の作成支援を行う。 

 

(2) ステークホルダー会議の実施と確認事項 

本案件実施主体である ANE は、他ドナー支援の道路や橋梁建設に伴うステークホルダー

会議の開催経験を有している。第 4章で既述したように ANE では、プロジェクト実施に際

して EIA が要求される「モ」国環境ガイドラインに基づくカテゴリーが Aの場合は、プロ

ジェクトの EIA 作成前後にステークホルダー会議を 3 回開催する方針をとっている。本案

件実施ステークホルダー会議に関しては、概略設計調査開始直後に第 1 回目を開催するこ

とが望まれる。その理由は、第 4 章で既述した本案件実施に伴う環境社会面の負の影響が
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不明である事項を確認する大切な情報ソースともなるからである。実施に際しては 13橋梁

が位置する各郡において、地域住民、村長、村長以外の住民リーダー（青年組合代表、女

性グループ代表）、学校関係者（校長、教師等）、病院関係者、農業組合、地域事業経営

者、警察、地域行政関係者、ローカル及び国際 NGO（自然環境保全、貧困削減、ジェンダ

ー）を中心とした人々を招待し、本案件実施に対する意見や周辺の社会・自然環境状況を

聞くことが重要である。 

ステークホルダー会議の開催により、特に次項を確認することが重要と考える。 

１）本案件実施に伴う地域住民の懸念する事項を確認する。 

２）橋梁改修工事の雇用等に伴い地域内の利害が対立する可能性を確認する。 

３）地域住民がどのような目的や理由（例えば洗濯、生活用水、自家消費漁業）等で

河川を利用しているかを確認する。 

４）アフリカゾウを含む大型野生動物の本案件・国道付近を中心とする周辺地域での

目撃情報に関して確認する。 

 

(3) 住民移転とカット・オフ・デイト 

第 4 章で既述したカット・オフ・デイトでは、ANE は本案件の概略設計調査により橋梁

建設予定地が固まり次第、実施するとしている。概略設計調査開始後、可能な限り早期に

橋梁建設予定地の目途を付け、ANE と協力しカット・オフ・デイトを設定することが重要

である。本案件の予備調査と概略設計調査時のカット・オフ・デイト設定の間の時間が長

くなるほど、新たな住民移転対象となる新規住居の建設が発生する可能性が高くなるから

である。 

概略設計調査の結果、住民移転が発生する場合には移転対象者の社会経済調査の実施が

欠かせない。 

 

(4) 廃棄物の処理 

本案件実施に伴い、橋梁の撤去による鉄屑やコンクリートブロック等が発生することが

見込まれる。また、工事実施による工事従事者や仮設事務所等からの一般廃棄物が発生す

ることも見込まれる。このため、概略設計調査時には各橋梁の周辺市当局に廃棄物の処理

地と処理方法を確認することが求められる。 

 

(5) 土採り場の確認 

第 4 章で既述したとおり、ザンベジア州側では砂の採取場所特定がなされていない。こ

のため、ANE ザンベジア州支局に自然環境（土壌改変、土壌浸食等）への影響が最小限に

なる砂の採取場所を特定することを要請することが大切である。同時にニアサ州側には岩

石や土砂の採取場所が未設定であるため、ANE ニアサ州支局にも自然環境（土壌改変、土

壌浸食等）への影響が最小限になる土採り場を特定することを要請することが重要である。 
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(6) 河川の水質及び河川を利用する住民の調査と配慮 

概略設計調査に際しては再度、ステークホルダー会議からの情報だけではなく、地域住

民への聞き取り調査も行い、各河川の地域住民を中心とした利用状況（水浴、洗濯、魚類

等の釣獲・自家消費）を確認することが求められる。河川の水質データは存在していない

ため、各橋梁の建設に伴う水質汚染対策の効果を示す基準が無い。必要に応じて、各河川

の水質調査の実施が求められる。 

 

 

5-2 概略設計調査の調査計画策定の助言 

5-2-1 道路計画 

（１）交通調査 

ANE では雨季と乾季に全国の管理路線を対象に交通量調査を実施し、本部で集計・解析

したデータを日平均交通量としている。今回の調査で得られた日交通量もこの一部である。

しかし、得られた日交通量を経年でみると特に 2006 年から 2008 年のバラツキが大きく、

また観測地点についても適切に管理されていない可能性がある。 

概略設計調査では車種別交通量調査を実施し、ANE の既存データも踏まえて最新の交通

量を確認する必要がある。その際、必要に応じて歩行者や自転車の交通量も観測し、歩道

設置の検討に役立てることが望まれる。車種別交通量の観測地点の候補地は、①ナンペボ

JCT（国道 1 号線と国道 103 号線のジャンクション部）、②ウアラシ橋付近、③ニバコ橋付

近、④マジジ JCT（国道 103 号線と R657 号線のジャンクション部）、⑤ルリオ橋付近、⑥

ナムティンブア橋付近、が考慮される。また、夜間交通が極めて少ないことが想定される

ため、JCT 箇所（①、④）で 24 時間調査を実施し、②、③、⑤、⑥では 12 時間調査を実

施すればよいと思われる。 

 

5-2-2 橋梁計画 

（１）地形測量調査 

１）道路測量 

道路中心線測量：橋長（新設橋梁）＋取り付け道路延長（100m～400m 程度） 

地形測量範囲：延長は道路中心線長、幅は 60m～100m 程度 

 

２）河川測量 

河川縦断測量：200m～500m 程度 

河川横断測量：新設橋梁長＋50m～100m 程度 
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（２）地質調査 

ボーリング調査位置の目安を下表に示す。 

表 61 ボーリング調査位置目安表 

No. 橋梁名 橋台位置（箇所） 橋脚位置（箇所） 

1 ムタバシ橋 2 １もしくは 2箇所 

2 ムリケラ橋 2 １もしくは 2箇所 

3 マタカシ橋 2   

4 ルア橋 2 １もしくは 2箇所 

5 ウアラシ橋 2  

6 リクンゴ橋 2 1 箇所 

7 ニバコ橋 2 1 箇所 

8 マツィツィ橋 2   

9 ナミザグア橋 2   

10 ヌフシ橋 2   

11 ルリオ橋 2 １もしくは 2箇所 

12 ムアシ橋 2   

13 ナムティンブア橋 2 1 箇所 

 

5-2-3 環境社会配慮 

住民移転が発生する場合には第 4 章で既述したとおり、「モ」国 MICOA によるカテゴリ

ーに影響を与える。住民移転の対象世帯数は本案件のカテゴリーを左右する。また、移転

対象世帯数が多いほど移転の合意形成に時間を要する可能性が高くなる。このため、住民

移転対象世帯数を可能な限り最小に抑える工夫が求められる。ルア橋では、本案件実施に

伴う住民移転の発生が見込まれる。今後の本案件実施をスムーズにすることにも繋がるた

め、代替案となる既設橋梁の上流での橋梁設置、または下流側での回避策を検討すること

は重要である。 

本案件の工事実施に伴い、工事の障害となる樹木の伐採が発生する場合、その許可は第

4 章で既述したとおりである。そのため、概略設計調査時に極力樹木の伐採を最小限に抑

えることを工夫することが肝要である。特に第 4 章の「4-5-6 各橋梁の周辺概要」の項で

既述した樹径のある樹木は世界的にも減少しており、極力こうした樹木の伐採を避けるこ

とを検討することが望ましい。 

各橋梁の周辺地域住民には、最寄りの河川の橋梁の上流側または下流側の橋梁のすぐ傍

に洗濯をする場所がある。また、周辺地域住民は飲料水を含む生活用水を河川水に依存し

ており、河川水の水質汚染を極力抑えることを検討することが望ましい。 

 

5-2-4 調査団構成 

概略設計調査団の構成として以下を提案する。 

（１）概略設計現地調査 
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・総括 

・計画管理 

・業務主任/橋梁設計Ⅰ 

・道路計画 

・橋梁設計Ⅱ/自然条件調査Ⅱ（地形測量/地質調査） 

・自然条件調査Ⅰ（水理/水文） 

・環境社会配慮 

・施工計画・積算 

・通訳（日本語―ポルトガル語） 

 

（２）概略設計調査概要説明調査 

・総括 

・計画管理 

・業務主任/橋梁設計Ⅰ 

・道路計画 

・通訳（日本語―ポルトガル語） 
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